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文
部
省
告
示
第
七
十
二
琥
（
長
野
縣
立
長
野
工
業
青
年
皐
校
慶
止
認
可
）
。
同
第
七
十
三
聾
（
高
等

第
二
學
年

小
學
圏
妻
冥
敦
師
用
定
債
）
＇
同
第
七
十
四
腕
（
岡
山
縣
兒
島
商
業
學
絞
設
置
認
可
）
よ
四
第
七
十
五

読
（
香
梅
高
等
賞
錢
女
學
校
設
置
認
可
）
。
同
第
七
十
六
聾
盆
岡
山
縣
兒
島
商
船
學
校
殷
止
認

可
）
。
同
第
七
十
七
賛
（
北
越
商
業
學
校
設
置
認
可
）
＄
同
第
七
十
八
琥
（
千
葉
工
業
學
校
設
置
認

可
）
。
同
第
七
十
九
鱈
専
門
日
本
尋
常
高
等
小
學
校
恩
給
法
指
定
）
＇
同
第
八
十
競
贔
麟
家
事

敦
科
書
讐
疇
誓
賃
向
第
八
十
一
鰊
私
立
大
谷
女
學
校
褒
止
認
可
）
喜
八
十
二
読
（
第

ニ
大
谷
高
等
女
學
絞
設
置
認
可
）
・
同
第
八
十
三
読
（
横
濱
市
立
鶴
見
工
業
賓
習
學
校
設
置
認
可
）
。

同
第
八
十
四
覧
（
津
山
女
子
高
等
技
藝
學
校
設
置
認
可
）
・
同
第
八
十
五
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平
尾
學
院
改
禰
認

可
）
・
同
第
八
十
六
琥
（
島
根
縣
立
訟
江
殷
林
墨
校
修
業
年
限
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入
學
資
格
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更
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産
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及

園
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止
認
可
）
・
同
第
八
十
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等
學
校
卒
業
者
學
力
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定
）
・
同
第
八
十
八
聾
函
畔

岡
縣
池
新
田
農
學
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修
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學
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格
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認
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〕
占
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八
十
九
読
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敦
化
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學
校
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認
可
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第
九
十
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尋
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學
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學
年
定
債
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同
第
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十
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東
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易

敦
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私
は
今
固
編
纂
の
方
よ
り
の
お
話
で
學
校
建
築
に
就
て
瑯
か
書
く
こ
と

に
な
っ
た
。
學
術
雑
誌
で
も
無
し
、
お
讀
み
下
さ
る
方
々
も
建
築
技
術
者

で
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
≫
あ
ま
り
肩
の
凝
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
思
っ
た
の

で
．
内
容
は
極
め
て
通
俗
的
で
あ
り
平
凡
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
平
凡

な
る
も
の
A

中
か
ら
多
少
で
も
學
校
建
築
に
闘
す
る
御
理
解
が
得
ら
れ
た

ら
誠
に
仕
合
せ
の
次
第
と
考
へ
る
。

文
部
省
で
は
明
治
十
八
年
に
學
校
建
築
園
説
明
及
設
計
大
要
、
同
二
十

四
年
に
は
尋
常
中
學
校
設
備
規
則
、
同
二
十
五
年
に
は
尋
常
師
範
學
校
設

備
規
則
、
同
一
―
-
+
―
二
年
に
は
小
學
校
令
施
行
規
則
第
二
章
設
備
準
則
、
同

三
十
四
年
に
は
小
學
校
建
築
設
計
要
項
な
ど
を
出
し
て
學
校
建
築
の
指
導

拉
に
取
締
を
な
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
一
二
十
七
年
此
等
の
大
部
分

が
削
除
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
小
學
校
令
施
行
規
則
第
二
章
設
備

準
則
ぱ
三
十
三
年
八
月
疲
布
の
嘗
時
は
第
六
十
四
條
乃
至
第
七
十
九
條
に

學
校
建
築
の
話

至
る
二
十
六
ケ
條
か
ら
出
来
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
に
於
て
は
六
十

四
條
七
十
五
條
七
十
六
條
の
三
ヶ
條
が
競
つ
て
居
る
だ
け
で
、
建
築
に
騨

し
て
何
等
拡
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
此
等
襄
止
の
理
由
が
何
で
あ
っ
た
か

と
云
ふ
事
は
古
い
事
で
明
か
で
な
い
。
今
日
に
於
て
も
學
校
建
築
の
指
導

並
に
取
締
と
云
ふ
事
は
是
非
必
要
な
事
で
≫
時
代
の
進
歩
に
従
ひ
一
時
た

り
と
も
研
究
を
怠
つ
て
は
な
ら
ぬ
3

文
部
省
で
は
學
校
設
備
協
議
會
を
設

け
研
究
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
何
れ
其
の
結
果
が
疲
表
さ
る
A

こ
と
ヽ
恩

ふ
，一
、
學
校
敷
地
の
位
置
敷
地
は
一
度
定
め
ら
れ
た
以
上
容
易
に
糠
更
の

出
来
ぬ
事
は
申
す
迄
も
な
い
。
故
に
丑
布
し
こ
れ
に
誤
が
あ
っ
た
な
ら
ば
其

の
鋏
陥
は
永
久
に
残
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
十
分
の
考
慮
を
必
要
と
す

る
。
左
に
選
捧
條
件
に
つ
き
二
三
考
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
0

,

①
敷
地
に
は
一
種
の
骰
粛
味
を
必
要
と
す
る
學
校
敷
地
ャ
笠
新
に
選
定

文
部
抜
師

學

校

建

築

の

話

ロ

高

橋

理

七

郎



す
る
に
営
つ
て
は
、
古
人
が
帥
註
佛
閣
の
建
立
に
際
し
其
の
敷
池
と
し
て

所
謂
震
地
を
選
ん
だ
其
の
氣
持
が
必
要
で
あ
る
。
動
も
す
れ
ば
物
質
文
明

に
の
み
流
れ
ん
と
す
る
時
代
に
於
て
は
特
に
忘
れ
て
は
相
成
ら
ぬ
事
と
思

ふ
。
學
校
が
生
徒
敬
養
の
道
場
で
あ
る
以
上
、
先
づ
此
の
動
を
考
へ
．
次

に
便
利
経
演
衛
生
な
ど
の
動
に
つ
き
考
ふ
べ
き
で
あ
る
と
恩
ふ
0

.

岡
道
徳
的
嫌
忌
す
べ
き
場
所
は
つ
と
め
て
避
け
る
こ
と
泥
中
か
ら
も

清
き
蓮
華
は
生
す
る
の
で
心
配
す
る
程
の
事
で
は
な
い
、
都
會
の
小
兒
が

早
く
よ
り
結
核
菌
に
犯
さ
れ
却
つ
て
よ
く
免
疫
性
を
得
る
が
如
く
、
幼
時

よ
り
慣
れ
る
に
於
て
は
差
支
無
し
と
云
ふ
者
も
あ
る
が
、
徳
育
に
害
あ
り

と
認
め
ら
る
A

場
所
は
出
来
る
だ
け
避
け
る
事
が
賢
明
で
あ
る
。
孟
母
は

三
遜
し
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
，
學
校
や
寄
宿
合
の
窓
か
ら
艶
な
色
ど
り
が

見
え
た
り
如
何
は
し
き
囃
子
太
鼓
の
年
日
な
ど
の
聞
え
た
り
す
る
の
は
決
し

て
賞
む
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。

例
喧
喋
な
る
土
地
，
｀
危
瞼
多
き
揚
所
は
避
け
る
こ
と
田
合
の
學
校
に

は
あ
ま
り
無
い
事
で
あ
る
が
、
都
會
の
學
校
で
は
電
車
自
動
車
等
の
交
通

機
闘
よ
り
の
雑
音
叉
は
喧
喋
な
る
工
場
等
の
為
に
授
業
に
支
障
を
来
す
場

合
が
少
く
な
い
、
注
意
す
べ
き
こ
と
の
―
つ
で
あ
る
。
止
む
を
得
す
し
て

か
A

る
敷
地
に
建
築
す
る
場
合
は
、
校
合
の
配
置
構
造
等
に
十
分
の
注
意

を
彿
ひ
、
出
来
得
る
だ
け
支
障
を
少
な
か
ら
し
む
る
様
工
夫
す
べ
き
で
あ

る
。
上
級
の
學
生
生
徒
な
ら
ば
と
に
か
く
、
小
學
校
の
一
1

一
年
の
も
の
で

・

ー

l
-
-
1冒

天
然
の
良
埴
盤
と
同
等
の
強
さ
の
基
礎
を
得
る
事
は
先
づ
不
可
能
と
云
は

ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
つ
て
峨
震
な
ど
に
遭
遇
す
る
時
は
共
の
被
害
率
の
多
い

の
は
止
む
を
得
ぬ
事
で
あ
る
。
敷
地
の
買
牧
費
が
安
い
と
云
ふ
為
に
か
A

．
る
土
地
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
建
築
費
に
於
て
意
外
の
増
加
を
来
す
の

で
、
差
引
損
に
な
る
場
合
も
少
く
な
い
。
少
し
極
端
で
あ
る
が
、
地
盤
の

謡
い
虞
は
一
般
に
非
衛
生
的
な
土
地
で
あ
る
と
一
云
ひ
得
る
と
思
ふ
。
堅
牢

な
る
地
盤
に
迄
到
逹
す
る
に
は
地
下
深
く
掘
り
下
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云

ふ
所
は
、
古
き
時
代
の
谷
合
、
湖
沼
等
に
軟
弱
な
る
泥
土
の
堆
積
し
て
出

来
た
地
面
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
地
下
水
渫
＜
従
っ
て
排
水
良
好
な
ら
す

と
考
へ
て
差
支
無
く
、
非
衛
生
的
な
土
地
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
る
様
に

思
は
れ
る
。

伺
健
康
地
な
る
こ
と
健
康
地
た
る
條
件
を
数
へ
て
見
る
と
、
日
常
り

の
良
き
地
勢
な
る
こ
と
、
優
良
な
る
水
を
豊
富
に
得
ら
る
A

事
≫
土
質
泣

に
排
水
の
良
好
な
る
事
、
風
嘗
り
風
通
し
に
酎
し
良
好
な
る
條
件
を
有
す

る
こ
と
等
で
あ
る
。
北
に
丘
陵
を
ひ
か
へ
、
南
に
向
つ
て
綾
傾
斜
を
有
す

る
土
池
は
一
般
に
日
営
り
も
よ
く
風
通
し
も
排
水
も
よ
い
と
一
云
ふ
わ
け
で

理
想
的
で
あ
る
。
之
と
反
酎
の
朕
態
に
あ
る
敷
池
郎
ち
北
さ
が
り
の
如
き

揚
合
は
寒
き
北
風
は
遠
慮
な
く
吹
き
つ
け
、
高
度
の
低
き
冬
至
前
後
の
太

陽
は
隣
地
の
森
叉
は
建
物
な
ど
の
長
き
影
を
落
し
校
合
は
何
と
な
く
陰
鬱

と
な
る
。
良
き
飲
料
水
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
事
は
申
す
迄
も
な
い

學
校
建
築
の
話

文
部
時
報
第
五
百
四
十
五
聾

ー

：
丸

あ
っ
て
は
電
車
線
路
の
横
断
で
す
ら
敷
多
き
不
吉
な
る
事
故
を
出
し
て
居

る
。
特
に
其
の
横
断
筒
所
が
校
門
に
近
き
揚
合
t
於
て
は
一
暦
氣
を
付
け

る
必
要
が
あ
る
。
叉
通
學
の
途
中
に
容
易
に
，
氾
濫
す
る
河
が
あ
っ
た
り
、
＇

地
滑
り
の
起
り
が
ち
な
る
崖
地
が
あ
っ
た
り
、
危
廠
薬
品
の
製
造
工
場
が

近
か
っ
た
り
す
る
等
の
な
い
や
う
に
適
嘗
な
る
考
慮
を
彿
ふ
必
要
が
あ
る

と
思
ふ
。

伯
地
盤
の
良
き
虞
を
選
ぶ
こ
と
昭
和
九
年
十
二
月
の
文
部
省
訓
令
中

敷
地
に
就
て
次
の
一
二
項
が
あ
る
。
こ
れ
は
校
合
の
構
造
方
面
か
ら
見
た
敷

゜

地
選
定
の
條
件
で
あ
る

（
一
）
敷
地
は
成
る
べ
く
周
園
の
平
坦
な
る
所
を
選
び
崖
地
或
は
川
岸
の

如
き
は
之
を
避
く
る
こ
と
，
＇
，
＇

（
二
）
土
池
は
岩
、
砂
利
交
り
粘
土
屑
、
硬
き
粘
土
暦
、
砂
利
暦
等
を
最

善
と
し
水
分
無
き
砂
池
及
粘
土
層
を
次
善
と
す

（
三
）
止
む
を
得
す
し
て
水
分
多
き
砂
地
及
泥
地
又
は
埋
立
地
等
を
敷
地

と
し
て
選
び
た
る
と
き
は
校
合
の
構
造
を
一
暦
強
固
な
ら
し
む
る
こ

崖
地
や
川
岸
な
ど
は
地
震
の
時
地
盤
の
震
動
が
他
に
比
し
て
甚
し
く
、

従
っ
て
建
物
に
及
ぼ
す
影
響
が
甚
し
い
か
ら
、
之
は
出
来
る
だ
け
避
く
ペ

き
で
あ
る
。
水
分
多
き
砂
地
及
泥
地
又
は
塊
立
地
等
何
れ
も
地
震
に
到
し

甚
だ
不
利
で
あ
る
。
如
何
に
費
用
お
構
ひ
な
し
で
基
礎
工
事
を
し
て
も
、

こ
と
で
寅
瞼
用
掃
除
用
撒
水
用
等
に
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
人
の
住
む
所
必
す
水
を
必
要
と
す
る
。
村
々
の
住
宅
で
も
必
す
良
水

の
得
易
き
所
に
集
つ
て
居
る
。
此
の
理
を
忘
れ
吾
村
の
裏
山
は
土
池
高
燥

日
嘗
り
良
く
風
通
し
又
よ
し
と
云
ふ
わ
け
で
、
う
か
と
小
學
校
な
ど
建
築

す
る
様
な
事
が
あ
る
と
飲
料
水
を
得
る
為
に
其
の
村
に
嘗
て
無
い
深
い
井

戸
を
掘
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
一
云
ふ
こ
と
に
も
な
り
、
永
久
に
水
で
苦
努
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
の
み
な
ら
す
、
生
徒
等
が
日
々
の
通
學
に
も
無
用
の

勢
力
を
費
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
も
な
る
。
地
質
は
一
般
に
砂
交
り
の
乾

燥
し
た
土
攘
が
よ
い
。
漏
地
や
埋
立
地
や
有
機
物
を
多
盤
に
含
ん
で
居
る

も
の
は
勿
論
よ
ろ
し
く
無
＇
い
。
止
む
を
得
す
し
て
か

A

る
虞
を
敷
地
と
な

す
揚
合
は
土
砂
の
入
れ
替
へ
を
な
す
と
か
十
分
な
る
排
水
方
法
を
講
じ
な

ど
し
て
出
来
る
だ
け
鋏
動
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
，

佃
通
學
に
便
な
る
こ
と
交
通
機
闘
の
疲
逹
せ
ざ
る
田
舎
の
學
校
に
あ

り
て
は
學
校
は
ほ
ゞ
其
の
中
央
に
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
≫
學
生
が
通

學
に
交
通
機
闘
を
利
用
す
る
こ
と
の
多
き
揚
合
に
は
輩
に
中
央
に
あ
る
と

云
ふ
事
の
み
で
決
定
し
て
は
な
ら
ぬ
。
交
通
機
闘
の
系
統
に
就
て
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
。
例
へ
ば
大
都
市
に
於
け
る
が
如
き
揚
合
に
は
、
通
學
時

刻
に
於
け
る
一
般
市
民
の
交
通
機
騨
に
依
る
移
動
郎
ち
人
の
流
れ
に
就
て

も
考
へ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
，
學
生
生
徒
の
登
校
と
ほ
ゞ
同
時
刻
に
於
ズ

市
民
の
多
く
は
市
の
中
央
官
顧
街
或
は
商
業
の
中
心
池
に
向
ふ
為
一
時
非

,
'
戸
こ
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常
の
雑
沓
を
来
た
す
を
例
と
す
る
。
此
の
揚
合
反
酎
の
方
向
即
ち
郊
外
に

向
ふ
交
通
機
閥
を
利
用
出
来
る
如
き
位
置
に
學
校
を
置
く
と
せ
ば
、
禁
々

と
登
校
が
出
来
る
と
云
ふ
事
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

I

I

．
學
校
敷
地
の
廣
さ
學
校
敷
地
内
に
は
學
校
々
舎
を
建
築
す
べ
き
地

面
即
ち
校
舎
敷
地
と
這
動
揚
と
が
含
ま
れ
て
居
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
中

學
程
度
以
上
の
も
の
に
な
る
と
敷
地
内
に
寄
宿
舎
を
持
つ
て
居
る
も
の
も

あ
り
．
農
業
學
校
な
ど
に
て
は
賞
習
地
を
も
含
ん
で
居
る
も
の
も
あ
る
。

尚
蓮
動
揚
の
内
に
も
一
般
遊
戯
錫
と
競
技
揚
と
が
其
の
程
度
に
應
じ
て
夫

々
異
っ
た
割
合
で
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
小
中
學
校
の
場
合
に

は
一
般
遊
戯
場
が
運
動
場
の
大
部
分
を
占
む
る
に
反
し
、
上
級
學
校
の
場

合
に
於
て
は
競
技
場
が
其
の
大
部
分
を
占
め
て
居
る
と
云
ふ
次
第
で
あ
る

の
で
、
學
校
敷
池
の
廣
さ
を
示
す
に
生
徒
一
人
に
付
何
程
の
廣
さ
と
云
ふ

事
が
通
例
で
あ
る
が
、
以
上
の
如
き
内
容
を
よ
く
調
べ
な
い
と
意
味
を
な

さ
ぬ
事
に
な
る
。
校
合
及
寄
宿
舎
等
に
要
す
る
敷
池
の
廣
さ
は
建
物
の
構

造
配
置
等
に
依
り
定
ま
り
、
競
技
場
等
は
其
の
種
類
規
模
に
依
り
夫
々
決

定
せ
ら
る
A

わ
け
で
あ
る
。
故
に
吾
々
は
一
般
遊
戯
場
の
廣
さ
が
生
徒
一

人
嘗
り
何
程
が
適
常
で
あ
る
か
と
云
ふ
標
準
を
定
め
て
置
け
ば
、
學
校
全

需
の
敷
地
面
積
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
°
然
ら
ば
生
徒
一
人

裳
り
の
面
積
を
何
程
と
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
云
ふ
に
、
種
々
意
見
も
あ

る
こ
と
な
が
ら
、
各
方
面
か
ら
の
資
料
や
貰
情
や
ら
を
担
酌
し
て
，
小
學
程

か＞

r
 

度
に
あ
り
て
は
一
人
に
つ
き
一
坪
以
上
濱
中
學
程
度
以
上
に
あ
り
て
ば
一

人
に
つ
き
一
坪
五
合
以
上
を
必
要
と
す
る
様
に
恩
ふ
。
勿
論
生
徒
数
に
野

す
る
こ
れ
だ
け
の
坪
数
が
遊
戯
揚
と
し
て
適
常
な
る
形
を
な
し
て
居
る
も

の
で
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ま
り
幅
の
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
不
規
則

な
形
欣
の
も
の
で
は
役
に
立
た
ぬ
。
尚
又
如
何
に
少
人
数
の
學
校
で
あ
っ

て
も
小
學
程
度
以
下
に
於
て
百
坪
）
中
學
程
度
以
上
に
於
て
百
五
十
坪
を

夫
々
の
最
小
坪
数
と
す
る
。
此
の
最
小
坪
数
に
百
人
を
越
す
人
数
に
比
例

し
て
培
し
て
行
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
然
し
都
會
地
に
於
て
は
こ
れ
だ
け

の
坪
敷
を
得
る
事
の
出
来
ぬ
揚
合
が
少
く
な
い
。
東
京
市
に
於
け
る
震
災

後
の
復
興
小
學
校
な
ど
に
て
は
校
地
に
隣
接
し
て
小
公
園
を
設
け
、
此
の

坪
数
の
不
足
を
緩
和
し
て
居
る
も
の
も
あ
る
。
（
未
完
） -

0
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．
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双

仁
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中
學
生
、
女
學
生
の
た
め
に
＇
・
-

（
小
學
校
上
級
生
の
た
め
に
＇
・

IU
者
1
1
1

尻

ま

｀

と

い

う

ざ

う

宣

ん

宜

い

あ

い

じ

た

め

よ

み

｀

の

あ

ま

ら

ん

宮

つ

そ

ぼ

9・
ぞ

く

あ

く

J

本
有
三
先
生
ま
、
愛
兒
の
為
の
讀
物
が
餘
り
に
胤
雑
、
粗
暴
、
俗
悪
全
十
六
巻
（
毎
月
一
嬰
翠
行
）

で

あ

る

の

を

詈

阻

そ

の

広

野

患

察

如

さ

れ

た

。

田

一

一

冊

一

圃

申

込

金

不

要

守
賽
菌
哨
應
ぷ

9泊
口
つ
て
、
和
一
ー

゜

師

範

學

生

く

琵

ね

井

く

校

＊

高

見

子

日

＜

批
の
父
兄
が
安
ん
じ
て
こ
れ
を
そ
の
愛
少
年
諸
君
父
兄
諸
君
の
た
め
に
、
心
か
こ
の
文
庫
は
、
人
の
親
と
い
ふ
立
場
か

兒
に
輿
へ
ら
れ
る
こ
と
を
お
動
め
す
る
ら
祝
羅
し
感
蒻
を
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。
ら
親
身
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
て
ゐ
る
。
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-====-I-=======u-====-=========-===111Nlt
lllUIIIII=n======="""'""'"==u-mm-m-』
--==-======-======n--n===n=-===II-.. -======―孟本有三氏著

薦
歴
ぷ
心
に
太
斎
誌
]
[
[

廣
告
料
は
一
頁
五
拾
岡
、
二
分
ノ
一
頁
参
拾
皿
，

廣
四
分
ノ
一
頁
拾
八
岡
と
す

告
．
掲
載
頁
数
は
壼
部
毎
に
拾
参
頁
を
超
ゆ
る
こ
と

を

得

ず

・

料
右
文
部
省
の
御
指
定
に
よ
っ
た
も
q
J
．
て
す

表` 債 定

芸

慢

｀

I

n

t

拾

錢

｀

ー

-

9

ヶ

月

一

金

六

拾

｀

錢

一

送

料

共

六

ヶ

月

一

金

参

闘

六

拾

錢

一

送

料

共

一

ケ

年

一

金

七

岡

咸

拾

錢

一

送

料

共

0
臨
時
増
刊
又
は
増
大
戦
登
行
の
節
は
別
に
代

金

申

受

け

烹

す

一

●
御
注
文
は
穂
て
前
金
に
願
び
ま
す
前
金
切
れ

の
場
合
は
送
本
い
た
し
ま
せ
ん

1 ’’ 
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等

商

業

學
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の

．特

色
・
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・
・
・
・
・
山
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高
等
工
業
學
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長
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五
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琥

目

次

萬
治
・
…
・
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・
・
ニ

憲
饒
・
；
・
・
・
・
・
九

一
…
…
―
―
―
五

二
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•
•
9
-

―
一
八

雄・・・・・―――九

吾
…
・
・
四
一

豊・・・・・・四一――

訪・・・・・・四五

喜・・・・・・四七

勅
令
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
勅
令
第
二
十
七
競
（
帝
國
美
術
院
展
覧
會
陳
列
品
賣
買
ノ
代
金
又
ハ
手
附
ノ
保
管
二
闘
ス
ル
件
）

同
第
二
十
九
競
（
昭
和
十
一
年
度
＝
ー
於
テ
前
年
度
躁
算
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
件
）
・
同
第
三
十
二
琥
（
官

立
文
理
科
大
學
官
制
中
改
正
ノ
件
）
・
同
第
三
十
三
琥
（
官
立
商
業
大
學
官
制
中
改
正
ノ
件
）
・
同

第
三
十
七
琥
（
九
州
帝
國
大
學
各
學
部
＝
一
於
ケ
少
講
座
＝
一
闘
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
）

．．．．．．． 
◆
•
•
…
…
…
•
•
五
五

省
令
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
部
省
令
第
二
琥
（
濱
松
高
等
工
業
學
校
規
程
中
改
正
）
・
同
第
三
琥
（
高
等
試
験
令
第
七
條
及
第

八
條
二
依
ル
受
験
資
格
二
闘
ス
J
V
件
）
・
同
第
四
琥
（
山
梨
高
等
工
業
學
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規
程
中
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正
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・
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・
・
・
・
・
・
・
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五
五

訓
令
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・
・
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省
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令
第
六
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池
方
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螢
繕
職
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依
ル
職
員
ノ
定
員
中
改
正
）
・
同
第
七
競
（
同
上
）
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示
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・
・
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・
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岡
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賀
科
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等
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學
校
組
織
愛
更
改
稲
認
可
）
・
同
第
九
十

八
競
（
廣
島
縣
立
西
條
腹
學
校
園
藝
科
設
置
獣
瞥
畜
産
科
褒
止
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可
）
・
同
第
九
十
九
魏
（
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高

等
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政
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置
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）
・
同
第
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學
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弓

校

舎

敷

地

が

す

る

と

次

に

此

の

敷

地

内

に

に

狡

舎

を

建

築
す
ぺ
き
か
と
一
二
ふ
こ
と
に
な
る
。
先
づ
皐
粒
の
程
度
に
依
り
何
階
建
に

す
べ
き
か
を
考
へ
ろ
。
幼
稚
園
は
是
非
平
家
建
に
す
べ
き
て
あ
り
，
小
學

狡
も
―
二
年
生
迄
は
一
階
に
敬
室
を
瞑
く
べ
き
で
あ
る
。
文
部
省
訓
令
で

は
左
の
如
く
定
め
ら
れ
て
居
る
。

「
絞
舎
ノ
階
諏
ハ
幼
稚
園
ハ
一
階
ト
シ
小
皐
狡
ハ
木
造
二
在
リ
テ
ハ
ニ
階

ヲ
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
―
―
ァ
ッ
テ
ハ
三
階
ヲ
超
ュ
少
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
云

々
」
と
去
ふ
次
第
で
、
小
暴
絞
の
校
含
は
三
階
迄
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て

居
る
。
裏
門
學
狡
程
度
以
上
の
墨
狡
に
あ
っ
て
も
敦
室
は
四
階
以
下
に
設

け
る
事
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
恩
ふ
。
吹
に
絞
舎
の
平
面
を
大
憬
ど
ん
な
形

を
選
び
溶
敷
埠
の
ど
の
部
分
に
建
築
す
ぺ
き
か
を
考
へ
て
否
る
と
f
り
拉
舎

平
両
型
と
し
て
是
も
簡
輩
な
る
も
の
は
］
字
型
，
次
が

L
字
型
t

I
字
型

U
字
型
甘
口
字
型
等
盤
々
な
型
が
出
来
る
わ
け
で
箕
等
の
型
に
依
り
各
特

學
校
建
築
の
話

學

校

長
も
あ
り
鋏
貼
も
あ
る
。
例
へ
ば
1
字
型
は
通
鳳
誅
光
等
の
黙
に
於
て
は

申
分
無
い
も
の
て
あ
る
か
~
あ
ま
り
桁
行
が
長
く
な
る
様
な
揚
合
は
交
通

と
か
連
絡
と
か
と
云
ふ
貼
に
不
便
な
場
合
が
あ
る
。
叉
建
物
の
捉
さ
の
勘

に
於
て
他
の
型
の
方
が
有
利
な
揚
合
が
多
い
，
即
ち
口
字
型
な
ど
樽
造
か

ら
見
て
丈
夫
な
事
は
申
す
迄
も
な
い
の
で
あ
る
が
冷
通
風
採
光
等
に
於
て

鋏
け
る
と
こ
ろ
炉
あ
る
か
ら
、
如
何
な
る
型
と
と
る
ぺ
き
か
は
敷
地
の
形

慇
學
校
の
規
模
。
程
度
等
に
依
つ
て
決
す
ぺ
き
で
あ
る
。

四
敦
室
敦
室
は
絞
舎
の
主
憬
で
あ
る
3

此
は
普
通
敦
室
と
特
別
敦
室

と
に
分
け
て
考
へ
る
こ
と
か
便
利
で
あ
る
。
普
通
褒
室
は
所
譜
普
通
學
科

を
墨
ぶ
所
で
あ
り
、
特
別
敦
室
は
特
糧
の
學
科
抑
ち
物
理
化
學
博
物
學
等

の
授
業
を
す
る
虞
で
あ
る
。
従
っ
て
特
別
の
設
備
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
階
段
形
の
座
．
扉
，
贈
幕
装
置
，
給
水
・
瓦
斯
電
鐙
等
を
要
す
る
の

で
あ
る
。

文
部
披
師

舌

の
一
｀

高

橋

理

二
三

郎



と
り
入
れ
る
様
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
窓
は
出
来
る
だ
け
天

井
に
近
づ
け
、
窓
障
子
の
棧
な
ど
は
出
来
る
だ
け
細
く
し
光
線
の
射
入
を

妨
げ
る
こ
と
を
成
る
べ
く
少
な
か
ら
し
む
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ

る
3

以
上
の
條
件
か
ら
し
て
敦
室
の
窓
は
方
形
の
も
の
を
、
天
弗
に
接
し

て
設
く
る
こ
と
が
よ
い
の
で
あ
る
。

電
燈
照
明
に
就
て
次
に
考
へ
る
。
夜
間
使
用
の
敦
室
で
な
い
以
上
電
燈

照
明
は
必
要
で
な
い
と
考
へ
る
人
が
少
く
な
か
つ
た
が
、
今
日
に
於
て
は
、

日
中
の
み
使
用
す
る
教
室
で
も
補
助
光
線
に
と
云
ふ
こ
と
で
電
燈
設
備
を

す
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
。
又
都
市
に
於
て
は
中
學
程
度
以
上
の
學
校
に

夜
間
授
業
を
な
す
も
の
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
来
た
の
で
、
電
燈
照
明
に

就
て
盆
々
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
U

我
が
國
學
生
の
近
親
が
年

々
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
居
る
事
は
、
統
計
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
其

の
原
因
は
種
々
あ
っ
て
決
し
て
箪
純
な
も
の
で
は
な
い
と
は
思
ふ
が
、
敦

室
の
照
明
欣
態
の
之
に
野
す
る
影
響
は
決
し
て
少
く
な
い
と
考
へ
ら
れ

る
。
尚
又
照
明
不
完
全
な
敬
室
に
於
て
學
習
す
る
こ
と
は
生
徒
の
氣
分
を

陰
鬱
な
ら
し
め
、
心
理
的
に
學
習
能
率
を
低
下
せ
し
め
る
と
云
ふ
こ
と
で

あ
る
。明
る
さ
の
程
度
を
あ
ら
は
す
に
ル
ク
ス
を
以
て
す
る
。
此
虞
に
一
燭
光

の
形
の
非
常
に
小
さ
い
電
燈
が
あ
る
と
す
る
。
、
こ
の
電
燈
か
ら
＿
米
の
所

の
照
度
が
一
J
V
ク
ス
‘
二
米
の
所
の
照
度
が
1
l
4
少
ク
ス
、
三
米
の
所
で
は

學
校
建
築
の
話

輩

．

4

、

I

教
室
の
大
き
さ
は
其
の
室
に
牧
容
す
る
生
徒
の
敷
・
其
の
年
齢
・
其
の
室

の
性
質
等
に
依
り
決
せ
ら
る
A

も
の
で
あ
る
。
法
令
の
規
程
・
教
育
の
方

針
・
學
校
の
事
情
等
に
依
り
一
室
に
牧
容
す
べ
き
人
数
は
色
々
で
あ
る
が
、

先
づ
四
十
人
前
後
の
も
の
が
最
も
普
通
で
あ
る
。
人
数
が
決
定
し
た
な
ら

ば
座
席
の
配
列
を
考
へ
る
。
座
席
の
大
き
さ
も
生
徒
の
年
齢
・
學
校
の
稲

類
・
程
度
等
に
依
つ
て
異
る
も
の
で
あ
る
が
、
普
通
敦
室
の
も
の
で
は
幅
五

十
糎
乃
至
六
十
糎
奥
行
六
十
五
糎
乃
至
八
十
糎
で
あ
る
。
座
席
間
の
通
路

幅
は
五
十
糎
乃
至
六
十
糎
を
標
準
と
し
て
決
定
す
る
。
此
の
如
き
條
件
で

四
十
人
敬
室
を
計
劃
し
て
見
る
と
、
幅
七
米
前
後
長
さ
九
米
前
後
の
も
の

と
な
る
。
此
の
程
度
の
大
き
さ
の
教
室
で
あ
れ
ば
、
最
後
列
の
生
徒
も
容

易
に
黒
板
の
文
字
を
誡
み
先
生
の
講
義
を
何
等
の
差
支
無
く
聞
く
事
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

五
、
教
室
の
採
光
敦
室
の
採
光
に
天
然
採
光
と
、
人
工
採
光
と
の
二
つ

が
あ
る
。
天
然
採
光
と
は
申
す
迄
も
な
く
太
陽
光
線
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
人
工
採
光
と
は
電
燈
に
依
る
も
の
と
考
へ
て
差
支
無
い
。

先
づ
天
然
光
線
を
取
入
れ
る
窓
に
就
て
考
へ
る
。
敦
室
の
窓
の
大
さ
の

決
定
方
法
に
は
種
々
あ
る
が
、
最
も
簡
輩
で
賞
用
的
で
あ
る
も
の
は
床
面

積
と
窓
面
積
と
の
比
を
以
て
示
す
事
で
あ
る
。
主
池
の
朕
況
例
へ
ば
ー
一
般

に
明
き
表
日
本
と
、
雨
雪
の
多
き
裏
日
本
と
の
如
き
、
尚
又
建
物
周
園
の
欣

競
採
光
窓
の
何
れ
の
方
向
に
あ
る
か
等
に
よ
り
一
定
の
窓
の
大
き
さ
よ

文
部
時
報
第
五
百
四
十
六
鵠
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r
 1

1

五

り
一
定
量
の
光
線
を
得
る
こ
と
は
、
勿
論
不
可
能
で
あ
る
が
、
大
儘
の
標

準
を
定
め
て
置
く
事
が
便
利
で
あ
る
9

窓
の
採
光
面
積
を
床
面
積
の
四
分

の
一
乃
至
六
分
の
一
位
と
す
る
が
よ
ろ
し
い
様
で
あ
る
。
明
か
る
過
ぎ
る

も
の
を
暗
く
す
る
事
は
容
易
で
あ
り
、
又
十
分
な
る
天
然
光
線
を
数
室
内

に
導
く
こ
と
は
衛
生
上
望
ま
し
い
事
で
あ
る
か
ら
、
構
造
上
許
し
得
る
な

ら
ば
窓
は
大
き
過
ぎ
る
位
の
方
が
よ
ろ
し
い
。
暗
過
す
ぎ
る
揚
合
は
電
燈

を
以
て
こ
れ
を
補
ふ
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
が
ど
の
方
面
よ
り
考
へ
て

も
良
法
と
は
云
は
れ
ぬ
。
已
む
を
得
ぬ
揚
合
に
の
み
限
り
た
い
と
思
ふ
。

然
し
｛
貰
際
問
題
と
し
て
は
此
の
已
む
を
得
ぬ
揚
合
が
可
な
り
多
い
の
で
あ

る
。
少
し
大
き
な
敦
室
に
な
る
と
太
陽
光
線
の
み
に
依
つ
て
十
分
の
採
光

は
出
来
ぬ
と
考
へ
て
差
支
無
い
様
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
ゥ

前
述
の
如
く
窓
の
大
き
さ
を
床
面
積
か
ら
大
需
の
見
嘗
を
つ
け
た
な
ら

ぽ
、
次
に
は
如
何
な
る
位
置
に
之
を
設
く
べ
き
か
に
就
て
考
へ
る
必
要
が

生
す
る
ー
輩
に
明
く
す
る
と
云
ふ
だ
け
な
ら
ば
、
室
の
周
園
に
窓
を
配
列
す

る
こ
と
が
有
放
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
教
室
で
あ
る
以
上
生
徒
は
黒
板
に

向
つ
て
、
書
物
を
讀
み
、
文
字
を
書
き
、
教
師
は
黒
板
と
背
に
し
て
生
徒
に

到
す
る
。
此
の
如
き
室
の
使
用
朕
態
ょ
り
し
て
、
敬
室
の
採
光
窓
は
、
生

徒
の
左
側
に
設
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
此
の
左
側
の
窓
か

ら
の
光
線
の
み
に
依
つ
て
、
敦
室
の
右
側
の
隅
迄
も
、
明
る
く
す
る
為
に

は
窓
は
出
来
る
だ
け
高
く
し
て
窓
上
部
の
、
最
も
有
放
な
る
光
を
十
分
に

l
-
9
J
V
ク
ス
で
あ
る
。
若
し
電
燈
が
十
燭
光
な
ら
ば
十
倍
で
一
米
の
所
で

十
ル
ク
ス
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
る
。
此
の
照
度
に
よ
っ
て
各
種
敦
室
内

に
於
け
る
許
し
得
べ
き
最
低
限
を
示
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
敦

室
照
度
に
就
て
は
目
下
研
究
中
の
事
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
櫂
威
あ
る
標

準
が
示
さ
る
A

事
で
あ
る
と
思
ふ
。
左
記
は
そ
れ
迄
の
俣
の
も
の
で
あ

る。
一

、

製

圏

室

圏

叢

室

等

の

机

上

面

七

0
J
V
ク
ス

二
、
普
通
敦
室
物
理
化
學
敦
室
等
の
机
上
面
五
〇
ル
ク
ス

三

、

各

種

敦

室

の

黒

板

面

五

〇

ル

ク

ス

四

、

屋

内

儒

操

揚

講

堂

等

二

〇

ル

ク

ス

五

、

廊

下

階

段

便

所

等

一

〇

ル

ク

ス

生
徒
の
親
力
を
害
す
る
眩
輝
、
濃
き
陰
影
、
著
し
き
明
暗
の
到
比
等
は

進
け
る
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
電
燈
の
分
布
配
列
、
高
さ
、
電
球
泣

に
笠
等
を
忽
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。
明
る
過
ぎ
る
と
瞳
孔
が
極
度
の
牧
縮
を

起
し
て
眩
輝
痛
を
訴
へ
ち
事
が
あ
る
。
日
光
の
直
射
を
う
け
て
ゐ
る
場
所

は
十
萬
ル
ク
ス
に
も
及
ぶ
と
云
ふ
明
る
さ
で
あ
る
の
で
、
窓
掛
な
ど
で
之

を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。
教
室
の
窓
掛
は
半
透
明
の
も
の
が
よ
ろ
し

い
。
此
の
種
の
窓
掛
は
光
を
捩
散
せ
し
め
る
か
ら
、
反
射
光
線
の
み
で
照

さ
れ
て
居
た
室
の
奥
の
方
は
反
つ
て
明
く
な
る
。
即
ち
照
明
の
均
齊
度
を

高
め
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

ニ
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學
校
建
築
の
話

多
額
の
鯉
費
を
要
す
る
強
制
換
氣
は
特
別
の
掲
合
以
外
は
必
要
な
い
事
と

思
ふ
。
哉
が
國
よ
り
も
一

ら
、
大
袈
裟
な
學
校
換
氣
設
備
は
徒
に
多
額
の
エ
費
を
要
し
A

衛
生
上
も

七
？
出
入
口
廊
下
蚊
に
階
段

際
し
使
用
さ
る
．
A

も
の
で
b

必
ず
し
も
適
し
て
ゐ
る
と
は
い
は
れ
て
る
な
い
の
で
あ
る
。

i
i
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に
此
等
施
骰
の
完

出
入
口
と
階
段
｀
運
動
蝸
と
因
山
入
門
此
等
を
つ
な

合
上
揺
廣
さ
階
段
を
設
く
る
場
合
に
は

炉
あ
る
。
階
段
の
訊
天
階
段
の
蹴
込
蹴
上
げ
の

せ
る

國
に
於
て
．
す

れ
も
皐
生
生
徒
が
敦
室
に
出
入
す
る
に

に
於
け
る
便
利
と
非
常
の
揚
合
に
於
け

る
保
安
と
の
貼
に
つ
き
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
c

狡
門
と
玄
闘
出
入
門

の
闘
係
は
絞

舎
平
面
計
饗
の
骨
格
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
校
舎
の
廊
下
に
中
廊
下
式
と

片
側
廊
下
式
と
が
あ
る
。
通
風
採
光
等
の
貼
に

て
畜
中
廊
下
式
は
大
な

る
鋏
脚
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
，
可
成
此
の
式
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
廊
下
幅
は
廣
き
を
可
と
す
る
が
、
狡
合
の
坪
数
に
劉
し
か
な
り
の
坪

数
を
占
む
る
置
に
な
る
の
て
、
片
側
廊
下
の
場
合
は
内
法
二
米
二
十
乃
至

二
米
五
＇
万
中
廊
下
に
あ
り
て
げ
二
米
七
十
乃
至
三
米
を
糠
準
幅
と
す
べ

き
で
あ
る
と
思
ふ
。
學
狡
の
階
段
は
保
安
上
餘
り
に
廣
過
ぎ
る
こ
と
は
よ

ろ
し
く
な
い
。
内
法
一
米
五
十
位
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

の
都

に
手
摺
り
を
設
け
る
必
要

文
部
省
訓
令
に

も
畠
て
居
る
こ
と
て
あ
る
か
ら
略
す
こ
と
に
す
る
が
や
其
の
配
置
に
つ
き

考
へ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
階
段
は
狡
舎
の
各
部
に
成
る
べ
，
，
、
平
等
に
分

ま
ら
な
い
。
炭
火
使
用
に
際
し
て
は
特
に

に
十
分
の
注
意
を
彿
ぅ
必
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三
心
す
も
の
で
あ
る
。
普
通
敷
室
の
捩
氣
は
自
然
換
氣
法
で
よ
ろ
し
い
。

火
を
使
用
し
，

の
小
使
が
窒
息
死
に
至
っ
｀
冗
と
去
ふ
話
は
二
三
に
留

な
さ
し
め
、

フ
ァ
ン
等
に
抜
り
て
室
内
空
氣
の
交
換

里
内
の
明
さ
に
菫
大
な
闘
係
を
有
す
る
も
の
は
壁
及
天
井
の

る
。
光
の
反
射
と
云
ふ
動
か
ら
の
み
云
へ
ば
白
が
一
番
よ
い
の
で
あ
る
が
洛

光
線
が
弧
過
ぎ
る
時
は
多
少
眩
彙
を
起
す
虞
炉
あ
る
の
で
注
意
を
要
す

る
。
蒻
ク
リ
ー
＇
ふ
色
な
ど
推
奨
す
ぺ
き
で
あ
る
。

六
：
敦
室
の
殻
房
蚊
に
換
氣
数
室
の
殻
房
と
し
て
鋏
く
ぺ
か
ら
ざ
る
條

件
は
室
内
に
於
け
る
平
等
な
る
温
度
の
分
配
r

゜
室
丙
の
空
氣
を
濁
さ
｛
ご
且

｀
丙
を
清
潔
に
保
つ
こ
し
＼
火
災
其
の
他
危
脚
な
る
事
故
を
生
ず
る
恐

虹
無
き
こ
と
．
取
扱
ひ
の
霞
便
な
る
こ
と
、
輯
費
の
僅
少
な
る
こ
と
等
で

あ
る
。
此
等
の
條
件
よ
り
考
へ
れ
ば
蒸
氣
媛
房
が
先
．
（
・
-
第
一
位
で
あ
る
檬

で
あ
ク
ミ
竺
買
際
哉
が
國
に
於
て
採
用
さ
紅
て
居
る
賓
欣
を
見
る
と
都
市

に
於
け
る
主
な
る
學
校
に
の
あ
て
、
他
の
多
く
は
右
の
詣
貼
に
於
て
紋
＜

る
と
こ
ろ
あ
る
に
か
A

は
ら
ず
，
石
炭
i
〈
ト
ー
ブ
＼
薪
ス
ト
ー
プ
な
ど
が

使
用
さ
肛
て
居
る
。
已
む
を
得
す
し
て
ス
ト
ー
プ
を
使
用
す
る
揚
合
も
，

な
る
べ
く
上
記
の
條
件
に
ふ
む
ぬ
檻
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。
火
鉢
を
使
用

す
る
も
の
も
岳
れ
と
，
之
は
媛
房
と
考
ふ
る
こ
と
が
誤
で
あ
る
と
も
考
へ

ら
わ
る
。
火
鉢
を
使
用
す
る
裂
室
は
炭
火
ヽ
ぐ
り
出
る
有
毒
瓦
斯
が
ど
ん
と

ん
天
井
の
隙
間
応
ど
力
ら
出
て
行
っ
て
く
れ
る
パ
ラ
ッ
ク
建
築
に
の
み
使

用
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
物
内
で

要
炉
あ
る
。
る
綬
房
方
法
を
選
ぶ
べ
き
か
に
就
て
今
一
っ

き
事
は
地
方
の
を
大
に
阻
酌
す
べ
き
で
あ
る
。
少
し
く
極
端
な
話
で

あ
る
が
（
切
或
都
市
で
新
築
狡
舎
が
出
来
ぅ
蒸
氣
妓
房
が
採
用
せ
ら
れ
た
な

ら
は
生
徒
の
衛
生
朕
態
は
必
ず
良
く
な
る
こ
と
．
A

期
待
し
て
居
つ
亡
と
こ

乞
に
反
し
非
常
に
多
く
の
寒
胃
息
者
を
国
し
た
と
云
ふ
事
で
あ

れ
に
は
原
因
の
あ
っ
た
事
と
ふ
が
、
此
の
學
狡
の
生

生
活
程
度
の
低
い
家
庭
の
子
供
逹
で
あ
っ
た
の
で
，
家
庭

に
於
け
る
朕
態
と
全
，
ヽ
異
つ
に
朕
態
に
置
か
れ
た
こ
と
が
主
因
を
な
し
た

の
で
あ
る
と
云
は
れ
て
居
る
。
之
に
反
し
て
生
活
程
度
の
高
い
家
庭
の
子

供
差
を
寒
い
芸
含
で
授
業
す
る
と
，
學
習
の
能
李
は
低
下
し
鳳
を
ひ
く
者

も
少
く
ね
い
こ
と
と
恩
ふ
。
右
檬
の
次
第
で
h

歎
室
の
置
度
を
何
程
に
保

た
し
む
ぺ
ぎ
か
ほ
考
究
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
3

獨
逸
で
は
十
七
度
乃
至

十
九
度
；
米
國
で
は
二
十
度
円
外
炉
逹
嘗
で
あ
る
と
云
は
口
て
居
る
が
3

何
れ
も
少
し
く
高
濯
に
逼
ぎ
，
十
三
度
乃
至
十
五
度
位
が
よ
ろ
し
い
の
で

ほ
な
い
か
と
恩
ふ
0

段

換
氣
の
方
法
に
自
然
換
氣
と
弧
制
換
氣
と
あ
る
。
前
者
は
窓
の
開
放
又

は
天
井
の
換
氣
孔
な
ど
よ
り
の
空
氣
の
目
然
の
に
依
り
皇
内
空
氣
の

布
せ
し
ひ
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
炉

初
め
て
其
の
狡
合
に
立
入
り
た
る
揚
合
に
も
叉
は
廊
下
の
如
何
な
る
部
分

に
立
て
る
場
合
に
も
i
,

採
光
等
に
於
て
非
常
に

玄

る
。
尚
又
中
廊
下
式
の
校
全
の
場
合
に
於
て
汽
階
段
炉
中
廊
下
の
通
鳳

る
役
割
を
持
つ
事
に
｛
な
る
の
で
～
：
此
の
町
琴

八

水

洗

便

所

は

先

づ

學

校

か

ら

と

云

ふ

言

葉

を

衛

生

工
事
に
従
事
し
て
尻
る
某
氏
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
水
洗
便

所
に
理
解
を
持
つ

る
炉
b

池
方
で
ぱ
ま
だ
／
＼
立
派
に
通
用
す
る
言
葉
で
あ
る
と
恩
ふ
。
若

の
様
な
青
少
年
が
集
つ
て
寮
る
學
狡
の
便
所
を
沿
偉
染
病
の

；
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
便
所
な
ど
に
澤
山
の
金
を
か
け
る
は
無
駄
だ

と
考
ふ
る
人
が
あ
る
が
ぷ
言
誤
で
、
便
所
こ
そ
相
富
の
金
を
か
け
最
も
衛

生
的
に
建
築
す
ぺ
き
で
あ
る
。
従
来
の
汲
取
式
の
便
所
で
は
℃
岨
之
を
狡
舎

る
の
で

て
置
く
べ
き
で
あ
る
。

の
便
所

こ

こ

炉
何
虞
に
あ
る
が
と
一
l

↓ふペ
き
で
あ

て
は
読
に
時
代
後
仇
の
言
葉
と
な
っ
て

け
れ
ば
な
ら
ぬ
J
全

内
に
取
込
み
建
築
す
る
事
門
臭
氣
を
狡
舎
内
に
涸
漫
せ
し
粒
る

て
建
て
置
け
ば
臭
氣
の
禰

浸
を
防
ぐ
貼
か
ら
は
結
精
で
あ
る
門
雨
天
の
時
な
ど
は
不
便
て
仕
方
が

無
い
。
従
っ
て
渡
廓
下
を
設
く
る
必
要
が
あ
る
。
又
狡
舎
が
二
階
建
以
上

に
な
る
と
此
の
汲
取
式
の
便
所
は
一
暦
不
便
な
も
の
と
な
る
。
加
之
，
汲

取
式
の
便
所
は
之
を
別
棟
に
建
て
渡
廊
下
に
て
連
絡
す
る
と
云
ふ

—
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る
の
で
、
敷
地
の
利
用
上
に
も
甚
不
経
演
を
来
た
す
こ
と
に
な
る
。
之
に

反
し
水
洗
便
所
は
校
舎
内
に
取
込
み
建
築
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
，

使
用
上
の
便
利
な
こ
と
は
申
す
迄
も
な
く
、
衛
生
上
か
ら
す
れ
ば
比
較
に

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
水
洗
便
所
の
方
が
多
額
の
建
築
費
を
要
す
る
の
で

あ
る
が
よ
学
校
全
儘
の
建
築
費
綿
額
に
比
較
せ
ば
些
少
な
も
の
で
あ
り
、
汲

取
便
所
の
如
く
別
棟
に
建
て
る
必
要
が
な
い
の
で
、
敷
地
の
節
約
が
出
来

る
動
を
合
せ
考
へ
る
と
問
題
で
は
な
い
。
何
れ
の
式
に
せ
よ
、
便
所
内
に

何
個
の
便
器
を
設
備
す
ぺ
き
か
と
云
ふ
に
、
生
徒
の
年
齢
・
學
校
の
種
類
等

に
依
り
異
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
律
に
定
む
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

大
憬
左
記
の
標
準
に
従
ひ
、
之
を
學
校
内
の
適
嘗
の
位
泄
に
分
布
建
設
す

る
事
に
す
れ
ば
支
障
は
無
い
様
で
あ
る
。

小
學
校
の
便
器
敷

男
兒
百
人
に
付
大
便
器
二
以
上
小
便
器
四
以
上

女
兒
百
人
に
付
大
便
器
五
以
上

男
子
中
等
畢
校
の
便
器
数

校
舎
に
於
て
は
生
徒
四
十
人
に
付
大
便
器
一
以
上
小
便
器
二
以
上

寄
宿
舎
に
て
は
生
徒
二
十
人
に
付
大
便
器
二
以
上
小
便
器
一
以
上

女
子
中
等
學
校
の
便
器
数

校
舎
に
て
は
生
徒
四
十
人
に
付
大
便
器
二
以
上

寄
宿
舎
に
て
は
生
徒
十
人
に
付
大
便
器
一
以
上

丈
部
時
報
第
五
百
四
十
六
競

右
の
中
校
合
に
於
け
る
便
器
の
数
よ
り
寄
宿
舎
に
於
け
る
数
の
多
き
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、
朝
登
校
前
な
ど
に
こ
み
合
ふ
こ
と
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る。
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八
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圃
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朕

況
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八

校
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紙

檄

荘
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敬

十

頁

文

部

省

参

興

官

山
桝
儀
重
先
生
序
忽五

新

数

育

協

會

前

、

主

事

川

崎

利

市

先

生

著

肪

．． 

定

債

金

―

―

闘

九

十

錢

本

書

は

1
H々
の

生

活

に

帥

し

た

る

数

育

2
自

帯

自

活

の

敬

育

3
個

人

國

家

更

生

の

数

育

賓

に

同

先

生

苦

心

惨

溜

た

る

、

競

瞼

の

結

果

生

み

出

さ

れ

た

る

熱

血

の

叫

び

て

あ

る

。

青

年

数

育

寅

際

に

携

は

る

は

勿

論

泄

の

多

く

の

数

育

者

諸

卿

必

談

の

良

醤

と

し

て

敢

て

江

湖

に

推

奨

し

た

い

。

定

債

金
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八

十

錢

青

年

學
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螢
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級
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紳

賓

践
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螢

學

級

主

任

と

し

て

の

更

新

的
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ぽ

學

級
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螢

案

作

製

の

内

省

學

校

網
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案
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領
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五
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数
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頁
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四
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協

議

ヲ

協

セ

リ

又

第

一

一

部

部

會

I
一

於

テ

＾

會

員

補

訣

一

名

＝

封

ス

J

L

餃

捕

者

一

―

―

名

ノ

改

選

投

漂

ヲ

行

ヒ

ク

ル

後

常

該

部

務

＝

闘

シ

協

議

ヲ

腐

セ

リ

各

部

會

終

了

後

再

ヒ

線

會

ヲ

開

キ

各

部

部

長

ョ

リ

其

部

會

＝

於

ケ

ル

議

事

事

項

ノ

報

告

ア

リ

終

テ

午

後

六

時

―

―

―

十

分

閉

會

七

リ

前

項

報

告

論

文

左

ノ

如

シ

表

｛

題

提

川

者

一

乾

燥

不

良

米

の

貯

藪

に

乾

燥

装

槌

付

大

韮

鉛

餓

の

廊

用

近

蔭

萬

太

郎

一

還

元

鐵

に

よ

る

二

酸

化

炭

索

の

化

學

的

牧

齊

（

第

二

報

）

化

學

的

牧

著

の

OO
に

於

け

る

V
a
n

d
e
r
 
W
a
o
l
s
吸

業

に

及

ぽ

す

影

響

川

北

公

夫

一

代

数

面

の

貼

集

合

の

或

る

列

フ

ラ

ン

チ

ェ

ス

コ

、

セ

ヴ

リ

一

解

析

函

数

の

多

葉

性

に

つ

い

て

高

橋

進

一

一

苑

麻

子

9

バ

ー

ゼ

及

び

ア

ク

チ

ベ

・

ク

ー

に

就

い

て

高

宮

悦

雄

細

谷

省

吾

言
目
｛
言

-
H本下
部

白

要

紀

産

珊

瑚

竺

―

一

新

局

江

口

元

起

一

中

部

H
本

に

於

け

る

中

村

左

衛

門

譴
澪
勢
霞
之
虹
い
愛
雄

一

迄

畿

地

方

の

地

震

褻

動

線

に

就

い

て

令

員

小

川

琢

治

金

光

敬

敬

則

本

部

及

支

部

會

計

規

則

中

改

正

等

文

部

省

＝

ー

テ

＾

金

光

数

救

則

本

部

及

支

部

會

計

規

則

中

改

正

泣

―

―

敬

則

典

絣

出

版

部

規

程

制

定

ノ

件

ヲ

―

―

一

月

二

十

七

u認可
セ

リ

新

羨

輿

言

宗

智

山

派

宗

規

會

計

悔

例

中

改

正

等

文

部

省

＝

ー

テ

＾

新

義

晨

言

宗

智

山

派

宗

規

合

計

條

例

、

同

宗

我

賦

課

徴

牧

條

例

両

準

備

積

立

金

會

計

規

則

、

同

敦

育

條

例

及

同

宗

會

條

例

中

改

正

泣

ー

一
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規

會

計

検

査

規

則

制

定

ノ

件

ヲ

―

―

―
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二

十

七

H
認

可

セ

リ

・

曹

洞

宗

宗

法

中

改

正

等

文

部

省

―

ー

テ

＾

曹

洞

宗

宗

法

、

曹

洞

宗

宗

會

議

員

選

學

法

、

同

曹

洞

宗

寺

院

法

、

同

曹

洞

宗

寺

院

住

職

任

免

法

、

同

曹

洞

宗

寺

院

住

職

逍

書

法

、

同

曹

洞

宗

寺

院

級

階

査

定

法

、

同

曹

洞

宗

数

育

法

及

同

曹

洞

宗

特

別

寺

院

法

中

改

正

並

＝

一

宗

法

曹

洞
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管

長

慶

弔

金

支
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制

定
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―
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認
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リ
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人
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可
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近

設

立

ヲ

許
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シ

ク

ル
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左
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人
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東

京

市

帥

田
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―

峻
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一

ノ

ニ

）

△

設

立

者

寺

田

春

助

、

杉

浦

鋼

太

郎

△

許

可

年

月

H
昭

和

十

一

年

―

―

一

月
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七

日

＾

名

稲

財

閲

法
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高

等
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縣
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ノ
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―

―

―

)

△

設

立

者

伊

澤

平

馬
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許
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月

H
昭
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年
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―
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月
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．
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法
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等
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踏
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設
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早
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助

△
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＾
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―
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立

高

等

女

學

校
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十
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日
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立
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業

學

校

敬
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位

野

元
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＾

同

二
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一

日

｀

同

従

七

位

安

逹

敬

吉

＾

―

―

一

月

一
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―

日

死
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セ

リ

正

誤

文

部

時

報

第

五

百

四

十

五

賦

五

十

八

頁

寓

員

ノ

下

「

明

治

二

十

六

年
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嫁
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學
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＝
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一
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番
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東
京
巾
牛
込
駈
西
土
軒
町
五
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番
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印

刷

所

行

政

學

會

印

刷

所

霞
話
牛
込
二
九
九
六
番

．
譴
笠
蒻
直
髯

印

刷

五

大

庭

公

平

昭
和
十
一
年
四
月
八
日
印
刷
納
本

昭
和
十
一
年
四
月
十
一
日
発
行

｛
第
五
四
六
螢
）

束
京
巾
麹
町
駈
土
手
一
一
一
番
町
十
三
番
靖

琶

行

者

大

谷

仁

兵

衛

文

部

時
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第

五
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六
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送
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前

金
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ひ

ま
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前

金
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i
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場

合
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本

ぃ

｀

七

た
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ま

せ
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．
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．

ー

一

廣

告

料
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一
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畠

‘

1

一

分

ノ
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頁

参
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暉
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醗
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鰐
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詈
評
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超
ゆ
る
ア
｝

料

一
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す
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右
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部
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粗
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に

よ
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た
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で
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我

が

校

に

於

け

る

農

業

賓

習

指

導

：

．．．．．．．．． 
岬
繹
輝
豆
畔
蜘
鱈

訓
令
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
部
省
訓
令
第
八
競
（
地
方
社
會
歎
育
職
員
制
二
依
ル
職
員
ノ
定
員
中
改
正
）
・
・
・
・
…
…
…
................. ;
•
…
…
•
…
・
・
四
七

告
示
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
部
省
告
示
第
百
旱
六
競
（
和
歌
山
縣
立
紀
北
農
業
學
校
第
一
一
部
設
置
認
可
）
•
同
第
百
三
十
七
輩
（
大
阪
府
立

農
學
校
第
二
部
設
置
獣
賢
畜
産
科
康
止
認
可
）
•
同
第
百
三
十
八
撃
（
東
京
市
立
牛
込
商
業
學
校
修
業
年
限
及
入

學
資
格
嬰
更
認
可
）
•
同
第
百
一
―
―
十
九
紬
（
富
山
縣
東
岩
瀬
尚
業
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
四
十
織
（
富
山
縣
魚
津

質
業
學
校
設
慨
認
可
）
•
同
第
百
四
十
一
絨
（
宮
崎
縣
油
津
水
産
學
校
殷
置
認
可
）
•
同
第
百
四
十
二
輩
（
大
分
縣
立

賞
業
青
年
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
四
十
―
―
―
職
（
山
形
縣
立
庄
内
農
學
校
第
一
一
部
修
業
年
限
菱
更
認
可
）
•
同
第

百
四
十
四
琥
（
興
譲
館
商
業
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
四
十
五
糠
（
首
里
市
立
女
子
工
藝
學
校
名
稲
及
設
立
者
菱

更
認
可
）
•
同
第
百
四
十
六
鵜
（
島
根
縣
立
大
祉
高
等
賀
業
女
學
校
名
稲
菱
更
認
可
）
•
同
第
百
四
十
七
撃
（
野
邊
地

賓
科
高
等
女
學
校
改
稲
認
可
）
•
同
第
百
四
十
八
鰊
（
大
正

1
一
年
文
部
省
告
示
第
百
一
二
十
六
鰊
巾
改
正
）
。
同
第
百

四
十
九
駿
（
東
京
工
業
専
修
學
校
高
等
工
業
部
師
範
學
校
中
學
校
高
等
女
學
校
敬
員
検
定
規
程
第
五
條
第
九
読

＝
依
リ
認
定
）
。
同
第
百
五
十
競
（
宮
城
縣
亘
理
露
業
學
校
名
稲
髪
更
認
可
）
•
同
第
百
五
十
一
鱗
（
名
古
屋
市
立
工

業
専
修
學
校
設
置
認
可
）
。
同
第
百
五
十
二
競
（
名
古
屋
市
立
兒
玉
商
業
専
修
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
五
十
―
―
―

漿
（
熊
本
縣
南
闘
賞
科
高
等
女
學
校
設
立
者
菱
更
認
可
）
•
同
夢
百
五
十
四
琥
（
徳
島
縣
立
水
産
學
校
設
置
認
可
）
．

同
第
百
五
十
五
競
（
名
古
屋
市
立
山
口
、
筒
井
賓
業
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
五
十
六
糠
（
法
政
中
學
校
設
置
認

可
）
•
同
第
百
五
十
七
聾
（
茨
城
縣
東
悔
高
等
女
學
校
設
立
者
及
名
稲
雙
更
認
可
）
•
同
第
百
五
十
八
絨
（
茨
城
縣
古

河
寅
科
高
等
女
學
校
組
織
及
名
稲
髪
更
認
可
）
•
同
第
百
五
十
九
鰊
（
紳
奈
川
縣
軍
港
裁
縫
女
學
校
名
稲
慶
更

認
可
）
•
同
第
百
六
十
競
（
横
濱
市
立
女
子
高
等
専
修
、
同
高
等
家
政
女
學
校
設
置
認
可
）
•
同
第
百
六
十
一
賊
（
滋

賀
縣
立
脅
年
學
校
敬
員
養
成
所
位
羅
襲
更
認
可
）
。
同
第
百
六
十
二
鱗
（
天
津
第
二

H
本
尋
常
小
學
校
恩
給
法
指

彦
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ー
云
ふ
如
き
は
共
の
一
例
で
あ
る
。

筋
違
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
は
既
に
御
承
知
の
平
と

も
思
ふ
が
、
筋
違
は
構
造
上
非
常
に
限
要
な
る
事
で
あ
る
か
ら
為
念
脱
明

し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。
安
全
な
る
建
物
と
は
外
力
が
加
は
っ
た
場
合
も

建
物
に
著
し
い
形
の
雙
化
を
生
じ
な
い
と
去
ふ
事
で
、
暴
風
で
倒
壊
し
た

な
ど
云
ふ
こ
と
は
申
す
迄
も
無
く
著
し
い
形
の
髪
化
で
あ
る
。
木
造
建
築

の
如
く
長
材
を
以
て
組
立
て
て
行
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
之
に
作
用
す
る

外
力
に
到
し
て
最
も
安
定
な
る
形
即
ち
三
角
形
を
、
建
物
の
小
屋
と
云
は

之
壁
儒
と
一
き
は
す
、
出
来
る
だ
け
建
物
の
各
部
に
亘
つ
て
構
成
す
る
の
が

良
い
の
で
あ
る
。
三
本
の
棒
で
組
立
て
た
三
角
形
は
之
に
外
力
が
加
は
つ

て
も
容
易
に
形
の
菱
る
も
の
で
無
い
が
、
こ
れ
に
反
し
四
本
の
棒
で
組
立

て
た
四
邊
形
は
僅
少
な
る
外
力
で
容
易
に
愛
形
し
て
、
菱
形
に
な
る
こ
と

は
直
に
了
解
出
来
る
事
と
思
ふ
。

家
を
建
て
る
時
、
先
づ
池
形
i
ぜ
し
て
土
豪
を
据
え
柱
を
建
て
桁
を
架
け

渡
す
、
此
の
時
土
豪
と
二
本
の
柱
と
桁
と
で
四
邊
形
が
出
来
る
。
極
め
て

不
安
定
な
お
形
が
出
来
上
る
。
之
に
一
本
の
斜
材
を
加
へ
る
ど
四
邊
形
が

二
つ
の
三
角
形
に
分
け
ら
れ
る
、
柳
も
力
學
的
に
安
定
で
あ
る
三
角
形
が

二
個
集
っ
た
こ
と
に
な
る
、
此
の
斜
材
が
即
ち
筋
違
で
あ
る
の
で
あ
る
。

此
の
筋
違
と
相
似
の
も
の
が
建
物
の
各
部
分
に
見
ら
れ
る
Q
厖
土
峯
、
厖

梁
，
方
杖
，
小
屋
組
等
共
の
主
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
建
物
保
安
の
上
に

學
校
建
築
の
話 ＇ 

、I
壇

＇ 
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.
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9
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9
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q
忍

九
、
校
舎
の
災
害
蚊
に
保
存
學
校
建
築
が
従
来
各
種
の
天
災
地
雙
に
依

つ
て
惨
害
を
蒙
つ
た
例
は
決
し
て
少
く
な
い
、
他
の
一
般
建
物
に
比
し
其

の
被
害
率
の
多
い
事
は
賊
に
遺
憾
の
次
第
と
常
に
考
へ
て
居
る
。
一
咋
年

の
闊
西
地
方
に
於
け
る
暴
風
被
害
に
於
て
も
之
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か

ら
、
営
時
に
於
け
る
賀
例
よ
り
得
た
る
災
密
の
朕
況
蚊
に
躁
防
方
法
等
を

断
片
的
に
書
き
な
ら
ぺ
て
見
た
い
と
思
ふ
J

昭
和
九
年
九
月
二
十
一
日
所
謂
室
戸
詭
風
が
闘
西
に
暴
威
を
退
し
て
、
京

阪
地
方
に
多
数
の
倒
壊
家
屋
を
出
し
た
。
特
に
學
校
々
合
の
倒
壊
が
甚
し

き
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
小
學
校
兒
寛
の
死
は
申
迄
も
な
く
数
へ
兒
の
為

に
尊
き
犠
牲
と
な
っ
た
敬
職
員
の
事
を
恩
ふ
と
涙
新
な
る
も
の
が
あ
る
。

何
故
に
學
校
に
此
等
惨
事
が
特
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
學
校
建
築

に
従
事
す
る
者
は
勿
論
、
學
校
教
育
に
闘
係
す
る
誰
も
が
考
へ
て
見
ね
ば

な
ら
ぬ
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
嘗
時
或
新
聞
は
母
校
ん
舎
の
倒
壊
は
不
正
工

文
部
時
報
第
五
百
四
十
七
臨

事
の
結
果
で
あ
る
と
迄
書
き
≫
世
間
の
人
々
の
内
に
は
之
を
信
じ
て
居
た

者
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
が
、
私
は
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
な
い
と
信
じ
て

居
る
。
甚
遺
憶
千
萬
な
次
第
で
は
あ
る
が
校
舎
の
設
計
施
工
の
上
に
鋏
け

た
る
動
が
あ
っ
た
も
の
が
、
此
の
惨
害
を
被
っ
た
の
で
あ
る
と
考
へ
て
居
．

る
。
此
の
事
は
倒
壊
の
結
果
か
ら
見
て
間
違
ひ
無
い
様
で
あ
る
J

何
れ
の
都
市
何
れ
の
町
村
に
於
て
も
、
學
校
々
合
は
共
の
大
さ
に
於
て

屈
指
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
南
方
に
多
く
は
運
動
揚
が
あ
る
、
従
っ
て
暴
風

に
襲
は
る
、
ぶ
揚
合
特
に
風
営
り
が
甚
し
い
の
で
あ
る
。
尚
叉
校
舎
は
大
き

な
室
が
連
つ
て
居
る
、
従
っ
て
高
さ
も
高
く
風
黙
に
野
し
て
も
甚
し
く
不

利
な
る
状
態
に
置
か
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
故
に
校
舎
の
構
迭
法
は
他
に

比
し
一
屑
の
注
意
を
彿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
倒
壊
家
屋
に
於
て
見
る

に
、
一
暦
の
注
意
を
彿
ふ
ど
こ
ろ
か
嘗
然
な
す
べ
き
事
す
ら
し
て
居
な
か

っ
た
事
は
甚
逍
憾
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
筋
違
を
忘
れ
て
居
つ
た
と

於
て
璽
要
な
る
役
割
を
食
瘤
し
て
居
る
の
で
あ
る
3

然
ら
ば
何
故
に
か
く

も
有
妓
な
る
筋
違
が
略
さ
れ
て
居
っ
た
か
と
云
ふ
に
、

築
方
法
に
慣
れ
て
居
る
大
工
さ
ん
逹
に
委
せ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
と
思
ふ
。
倒
壊
校
舎
中
に
は
我
が
國
在
来
の
構
造
法
即
ち
柱
を
建
て
貰

を
通
し
之
に
壁
を
つ
け
た
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
此
の
種
の
構
造
法
で

も
室
の
大
さ
・
天
井
の
高
さ
等
が
、
普
通
住
宅
の
如
く
八
畳
と
か
十
畳
と
か

云
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
細
か
に
間
仕
切
な
ど
の
あ
る
場
合
に

は
差
支
へ
無
い
の
で
あ
る
が
、
此
の
構
造
法
を
一
室
二
十
坪
と
か
三
十
坪

と
か
云
ふ
大
部
屋
，
従
っ
て
天
井
も
高
い
校
舎
に
、
其
の
ま

A

賞

施

す

る
こ
と
が
甚
だ
無
謀
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
柱
の
太
さ
貰
の
丈
夫
さ

等
を
、
室
の
大
さ
に
比
例
し
て
太
く
丈
夫
に
す
れ
ば
差
支
へ
無
い
の
で
あ

る
。
被
害
地
方
に
あ
っ
た
紳
社
佛
閣
は
、
何
れ
も
相
嘗
の
大
さ
の
木
造
建

築
で
あ
り
な
が
ら
、
共
の
柱
其
の
貫
な
ど
何
れ
も
そ
れ
相
帝
国
の
太
さ
強
さ

を
持
つ
て
居
つ
た
の
で
、
被
害
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
費

を
梢
ま
す
共
れ
相
常
の
太
さ
の
柱
、
貫
な
ど
を
使
用
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
が
、
學
校
建
築
に
あ
っ
て
は
豫
算
に
制
限
さ
れ
る
事
が
常
で
あ
る
か
ら
，

出
来
る
だ
け
使
用
木
材
の
彙
を
少
く
し
、

ば
な
ら
ぬ
。

學
校
建
築
は
北
〈
の
箪
債
が
低
い
の
で
丈
夫
な
も
の
が
出
来
ぬ
と
云
ふ
者

も
あ
る
が
、
之
も
程
度
の
問
題
で
、
箪
債
が
安
い
か
ら
と
て
筋
違
も
方
杖

↑
4
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學
校
建
築
の
話

ぎ
事
で
は
あ
る
が
、
左
記
の
如
き
事
賞
談
が
何
等
か
の
参
考
に
な
り
は
し

ま
い
か
と
思
ふ
の
で
記
し
て
見
る
事
に
し
た
。

某
臀
科
大
學
の
附
島
病
院
で
）
患
者
用
の
便
所
が
汚
れ
て
な
ら
ぬ
の

で
、
注
意
し
て
使
用
さ
れ
た
い
と
云
ふ
貼
札
翌
ら
注
意
や
ら
を
し
た
の
で

あ
る
が
何
等
の
放
果
が
無
い
。
然
る
と
こ
ろ
或
人
の
恩
付
き
に
て
便
所
の

修
繕
を
し
た
、
即
ち
モ
ル
ク
ル
塗
り
の
床
を
リ
ノ
リ
ウ
ム
敷
き
の
美
し
き

も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
其
の
後
特
に
何
等
の
注
意
も
典
へ
た

わ
け
で
も
な
い
の
に
、
各
人
が
使
用
に
際
し
自
然
と
注
意
す
る
事
に
な

り
、
以
前
の
如
く
汚
す
こ
と
が
無
く
な
っ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
障
子
の

穴
で
も
―
つ
あ
く
と
二
つ
三
つ
と
急
速
度
で
破
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
事
か
ら
考
へ
て
も
、

を
清
潔
に
大
切
に
取
扱
ふ
て
居
る
な
ら
ば
，
自
然
と
各
人
が
注
意
を
彿
ふ

事
と
な
り
．
骨
折
ら
す
に
建
物
の
立
派
な
保
存
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
頭

の
箪
純
な
る
少
年
時
代
中
に
半
ば
無
意
識
に
公
共
建
物
．
を
大
切
に
す
る
習

慣
を
つ
け
て
置
い
た
な
ら
ば
ー
學
校
卒
業
の
後
に
於
て
も
，
公
共
建
物
は

自
然
に
大
切
に
取
扱
は
る
A

こ
と
と
な
り
、
國
家
の
利
益
は
莫
大
な
も
の

で
あ
る
と
思
ふ
。
（
完
）
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9

し
人

も
附
け
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
事
は
先
づ
珍
ら
し
い
事
で
あ
る
と
恩
ふ
。
か
ほ
ど

迄
に
箪
債
の
低
い
と
云
ふ
事
は
、
建
物
が
建
て
ら
れ
な
い
と
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
被
害
建
物
に
於
て
見
る
に
＞
建
物
外
観
装
飾
の
為
に
費
さ
れ
た
エ

費
の
幾
分
を
割
き
得
べ
し
と
考
へ
ら
る
A

も
の
、
建
物
の
大
部
分
が
跡
形

も
無
く
破
れ
た
る
中
に
依
然
と
し
て
残
れ
る
胸
太
の
小
屋
組
≫
太
過
ぎ
る

と
思
は
る
A

梁
材
の
如
き
、
共
等
の
幾
分
を
割
け
ば
筋
違
方
杖
等
が
充
分

に
出
来
る
様
に
恩
は
れ
た
の
で
あ
る
。
建
物
の
箪
債
が
安
け
れ
ば
安
い
だ

け
に
、
之
を
各
主
要
部
分
に
平
等
に
分
配
す
れ
ば
，
容
易
く
倒
壊
す
る
様

な
こ
と
は
無
い
と
思
ふ
し
平
等
な
る
エ
費
の
分
配
で
9

健
全
な
る
建
物
、

釣
合
の
と
れ
た
建
物
が
出
来
る
の
で
あ
る
°

新
築
の
常
時
は
相
営
丈
夫
に
出
来
て
居
つ
た
校
舎
が
，
其
の
後
建
物
の

保
存
に
就
て
何
等
の
注
意
も
彿
つ
て
居
な
か
っ
た
た
め
に
、
丈
夫
な
柱
も

土
壷
も
筋
違
も
腐
朽
し
て
居
つ
た
の
で
倒
壊
し
た
．
も
の
も
あ
っ
た
，
こ
れ

は
不
注
意
が
倒
壊
の
原
因
を
つ
く
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
平
常
の
注
意
に

依
つ
て
免
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故
に
建
物
の
定
期
的
の
検
査
は
是
非

貰
行
し
た
い
も
の
で
あ
る
，
學
校
建
築
監
督
官
が
各
府
縣
に
置
か
れ
、
校

合
の
新
築
に
保
存
に
闘
係
さ
る
A

に
至
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
結
構
な
事
で

あ
る
。

+
、
建
築
に
従
事
す
る
者
の
氣
持
學
校
を
設
計
し
之
を
賀
施
し
落
成
の

上
學
校
嘗
局
に
引
渡
す
こ
と
は
，
永
年
育
て
あ
げ
た
我
が
子
を
他
に
縁
付

゜..,.•鼻＇らa
•立·小K.，，ぐ
｀デ心加、‘•
茂苓`，ぶゃ
→a？叱み

か
し
む
る
氣
持
ち
と
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
豫
算
そ
の
他
の
闘
係
で
た

と
へ
出
来
が
悪
か
っ
た
と
し
て
も
、
大
切
に
使
っ
て
も
ら
ひ
た
い
、
清
潔
に

保
存
さ
れ
た
い
と
常
に
願
ふ
て
居
る
次
第
で
あ
る
、
と
云
ふ
氣
持
か
ら
い

さ
A

か
蛇
足
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
ゞ
き
た
い
と
思
ふ
。
吾
々
が
小
學
校
に

入
學
す
る
こ
と
は
、
吾
々
の
社
會
生
活
の
最
初
で
あ
る
。
學
校
は
一
の
社

交
揚
で
あ
る
｀
此
の
社
交
場
に
於
け
る
訓
練
が
一
生
を
通
じ
て
如
何
に
影

響
す
る
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
訓
練
す
べ
き
事
項
は
澤
山
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
我
々
建
築
に
従
事
す
る
者
の
願
ひ
の
一
っ
は
，
此
の
機
會
に
於

て
學
生
生
徒
に
公
共
建
物
を
如
何
に
大
切
に
す
べ
き
か
を
敢
へ
込
ん
で
置

き
た
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
共
建
物
を
如
何
に
大
切
に
す
べ
き
か
を

郊
ら
ぬ
人
々
が
少
く
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
停
車
場
で
あ
る
と
か
、

公
會
堂
で
あ
る
と
か
、
自
己
獨
占
の
も
の
で
な
い
公
共
の
建
物
に
封
し

て
、
甚
だ
無
責
任
な
る
取
扱
ひ
を
す
る
人
を
見
受
け
る
事
が
あ
る
J
ま
こ

と
の
責
任
感
か
ら
云
へ
ば
．
ー
自
己
所
有
の
建
造
物
よ
り
も
公
共
建
物
に
酎

す
る
方
が
十
分
の
注
意
を
彿
ひ
大
切
に
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
の

に
、
事
賀
は
之
に
反
し
、
公
共
建
物
が
訊
暴
な
取
扱
ひ
を
さ
れ
て
居
る
と

云
ふ
事
は
如
何
に
も
遣
憾
千
萬
な
ァ
｝
と
で
、
國
民
と
し
て
ま
こ
と
に
趾
入

る
次
第
で
、
祉
會
的
訓
練
の
足
ら
ぬ
事
の
證
櫨
で
あ
る
と
思
ふ
。
然
ら
ば

こ
の
事
に
酎
し
如
何
に
訓
練
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
云
ふ
事
は
、
我
々
技

術
者
が
と
や
か
く
申
す
べ
き
限
り
で
な
く
、
数
育
者
に
御
願
致
し
置
く
べ

ー
～
，
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部
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品
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小

學

校

校

歌

竺

嗜

麟

揺

う

北

海

甕

川

郡

義

瑛

疇

辱

小

學

校

、

「

佐

晶

疇

小

學

校

校

歌

輝

臨

闘

疇

」

ヲ

京

都

府

何

鹿

郡

佐

賀

疇

鱗

小

學

校

、

「

逆

川
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校

校

歌

冠
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揺
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ヲ

栃

木

縣
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賀

郡
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學

校

、

「

闊

謬

小

學

校

校

歌

認

碍
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」

ヲ

岐

阜

縣

武

讐

晶

疇

小

學

校

、

「

塁

晶

畔

小

震

塁

員

麗

」

ヲ

秋

田

縣

鹿

角

覧

合

謬

小

學

校

、

「

田

並

疇

疇

小

學

校

校

歌

頸

麟

靡

螂

」

ヲ

和

歌

山

縣

西

牟

喜

塁

謬

小

學

校

、

「

岩

松

疇

鱈

小

學

靡

「

勤

王

祭

の

歌

」

瓢

贔

正

謡

」

ヲ

愛

媛

縣

北

宇

和

郡

岩

松

疇

暉

小

學

校

川

唱

歌

ト

シ

テ

採

用

方

認

可

セ

リ

活

動

寓

藁

「

フ

ィ

ル
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文
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東

京
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一
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全
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燈
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東

京

科

學

博

物

館

開

館

曰

敦

等

東

京

科

學

博

物

館

＝

於

ケ

ル

昭

和

十

一

年

ニ

月

中

ノ

開

館

H
敬

並

＝

入

揚

人

員

左

ノ

r
ノ

女
．．
 
一

、

開

誼

日

数

二

八

累

計

―

―

ー

ニ

四

二

、

入

拗

人

員

支

一

大

人

五

、

ニ

―

0

-
利
l

小

人

一

、

七

0
五

特

別

一

、

0
＝三

剛

骰

六

、

四

七

〇

合

計

一

四

、

四

一

七

累

計

二

八

一

、

八

0
六

（

備

考

）

累

計

＾

昭

和

十

年

四

月

以

降

ノ

モ

ノ

ナ

リ

又

刷

骰

入

揚

者

ノ

内

課

＾

惑

常

小

睾

校

一

九

組

―

―

-

、

七

六

五

人

」

高

等

小

學

校

四

組

二

二

六

人

」

中

節

賭

學

校

一

一

九

組

一

、

九

八

七

人

」

専

門

學

校

一

組

二

二

人

」

各

莉

學

校

七

組

一

九

五

人

」

其

他

ノ

関

艘

七

組

一

一

五

七

人

ナ

リ

昭

和

十

一

年

度

第

一

＿

像

備

金

支
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大
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大
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＾
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四
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四

日
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通
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表

シ
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文

部

省

所

管

岡

皆

既

H

食

職

測

諸

費

―

―

―

-

、

0
八

二

國

際

冷

凍

協

會

第

十

同

線

會

参

列

費

一

0
、0
0
0

敬

學

刷

新

施

設

費

一

、

四

一

七

数

學

刷

新

評

議

會

諸

我

六

、

二

九

四

北

海

溢

ー

ー

於

テ

本

年

六

月

ノ

皆

既

日

食

職

則

ノ

錫

準

備

ヲ

厖

ス

ノ

要

ァ

ル

ト

本

年

六

月

和

蘭

國

洵

牙

一

ー

於

テ

開

催

セ

ラ

ル

ヘ

キ

國

際

冷

凍

協

會

第

十

同

練

會

―

―

本

邦

代

表

者

ヲ

参

列

セ

シ

ム

ル

ト

敬

學

刷

新

振

興

ヲ

岡

ル

盛

「

國

骰

本

義

」

ラ

編

纂
ス
ル
ノ
要
ア
ル
敬
學
刷
新
評
議
會
ー
—

闘

ス

ル

練

費

ヲ

前

年

度

ー

一

引

綾

キ

要

ス

ル

ト

―

―

依

リ

之

等

親

我

ノ

豫

然

外

支

出

ヲ

要

シ

前

記

金

額

第

二

躁

備

金

ョ

リ

支

出

ノ

儀

勅

裁

ヲ

親

ク

リ

B
蓮

宗

宗

則

宗

會

霞

員

選

奉

法

中

改

正

文

部

省

ニ

テ

＾

日

蓮

宗

宗

則

宗

會

議

員

選

學

法

巾

改

正

ノ

件

ヲ

―

―

一

月

六

日

認

可

セ

リ

韓

任

石

川

縣

公

立

小

學

校

長

松

井

嘉

久

2
―

一

月

一

二

十

一

日

石

川

縣

祗

學

―

-

、

山

口

縣

公

立

小

訊

与

校

長

船

本

恒

一

＾

同

日

山

口

縣

祗

學

．

―

-

韓

任

七

リ

證

朝

文

部

省

在

外

研

究

員

九

州

帝

國

大

學

敬

授

竹

岡

豚

也

＾

二

月

二

十

二

H

蹄

朝

セ

リ

死

去

公

立

大

學

助

欧

授

従

五

位

本

田

郁

也

ハ

三

月

二

十

J

-
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去
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リ
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